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平成20年

№758

一斉放水を披露
━ 消防出初め式 ━

１月６日、内海、豊浜、師崎地区の消防出初め式が
行われ、豊浜地区は役場駐車場で消防団が一斉放水
を披露し、無火災を祈願していました。



平成20年４月から
後期高齢者医療制度が始まります

2H20.２.１

老人医療費が増大する中、現役世代
と高齢者世代の負担を明確化し、公平
で分かりやすい制度とするために、75
歳以上の高齢者を対象に、その心身の
特性や生活実態などを踏まえて、新た
な高齢者医療制度が創設されることに
なりました。

これまでは、75歳（一定の障害があ
ると認定された方は65歳）以上の方は
国民健康保険や会社の健康保険などの
医療保険制度に加入しながら、「老人
保健制度」で医療を受けていましたが、
平成20年４月からは、これまで加入し
ていた医療保険制度を抜けて、新たに
独立した「後期高齢者医療制度」に加
入し、医療を受けることになります。

平成20年４月から
後期高齢者医療制度が始まります

老 人 保 健 制 度

75歳以上の国民健康

保険被保険者

75歳以上の会社の健康保険、

共済組合などの被保険者お

よび被扶養者

一定の障害があると

認定された65歳以上

の方※

平成20年３月まで

後 期 高 齢 者 医 療 制 度

75歳以上の方および一定の障害があると認定された65歳以上の方（後期

高齢者医療制度への移行を撤回した方は除く）は、後期高齢者医療制度

の被保険者となります

平成20年４月から

※65歳以上75歳未満で障害認定により現在老人保健の
受給をされている方は、平成20年３月31日までに老
人保健で受けた障害認定申請の撤回を申し出ること
で、後期高齢者医療制度へ移行しないことができま
す。

※平成20年４月１日以降に障害認定を申請される65歳
以上75歳未満の方は、広域連合の認定を受けた日か
ら後期高齢者医療制度の被保険者となります。ただ
し、障害認定の申請をされない場合は後期高齢者医
療制度の被保険者にはなりません。

特集 1



3 H20.２.１

後期高齢者医療制度は、すべての75歳（一定の
障害があると認定された方は65歳）以上の方が加

入し、都道府県ごとに設置されている後期高齢者
医療広域連合と市町村が協力して運営します。

後期高齢者医療制度のしくみ

被保険者�
75歳（一定の障害が�
あると認定された方�
は65歳）以上の方�

医療機関�

広域連合�
●1都道府県に1つ�
　設立�
●全市町村が加入�

市町村�

保険証の�
引き渡し�

保険証は１人�
に１枚交付さ�
れます�

被保険者と広域連合と�
の橋渡し的役割を担い�
ます。�

●保険料の徴収�
●申請や届出の受付�
●保険証の引き渡し�
などの窓口業務を行い�
ます。�

都道府県単位ですべて�
の市町村が加入します。�
後期高齢者医療制度を�
運営します。�

●保険料額の決定�
●医療を受けたときの�
　給付�
●保険証の交付�
などを行います。�

保険料�
の納付�

診　療�

保険証の提示�
医療費の窓口負担�
（1割または3割負担）�

保険証の交付�

保険料の納付・�
被保険者からの�
届出事項などの�
情報提供�

医療費�
支払い�

医療費�
請求�

75歳以上の方は全員被保険者です※

広域連合区域内にある市町村に住む下記の方です。
※生活保護の被保護者は対象者から除かれます。

75歳（一定の障害があると認定された方は65歳）
以上の方はすべて、お住まいの市町村が加入して
いる広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被
保険者となります。これまで国民健康保険や会社
の健康保険などの被保険者だった方はもちろん、
会社の健康保険や共済組合の被扶養者だった方も
後期高齢者医療制度の被保険者となります。

会社の健康保険などの被扶養者
だった方も対象になります 後期高齢者医療制度の被保険者には、新しい保

険証が一人に１枚交付されます。
保険証には自己負担割合が記載されていますの

で、お医者さんにかかるときは窓口に提示してく
ださい。
なお、これまでの保険証と老人保健の医療受給

者証は使えなくなります。新しい保険証が４月に
なっても届かない場合は、住民課へご連絡くださ
い。

新しい保険証が交付されます

75歳以上の方

65歳以上で一定の障害がある方で、
広域連合の認定を受けた方

75歳の誕生日当日

広域連合の認定を受けた日
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誕生日が
５月１日の方

５月１日
から適用
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５月15日の方

５月15日
から適用

対 象 と な る 日

例



4H20.２.１

保険料は被保険者全員が納めます

●後期高齢者医療制度の保険料●

後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひ
とりが納めます。これまで保険料を納付していな
かった会社の健康保険などの被扶養者だった方も、
75歳（一定の障害があると認められた方は65歳）
になると、原則として保険料を納めることになり

ます。
保険料額は、制度を運営している後期高齢者医

療広域連合（都道府県単位で市区町村が加入）が、
年度ごとに決定します。

保険料はこのように決まります
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等
割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所

得割額」の合計額になります。

※均等割額と所得割率は２年ごとに各広域連合で見直
されます。
※老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金収入だけの
被保険者については、収入額が153万円以下の場合
は所得割が課されません。

※均等割額は被保険者全員に定額で課されますが、所
得の低い方などについては減額措置があります。
※保険料の賦課限度額は、被保険者一人当たり年50万
円です。

一人当たり
保険料

保険料の
決まり方

均等割額
40,175円

＋ ＝
所得割額

総所得金額等－33万円 × 所得割率
0.0743

●保険料の決まり方

公的年金収入のみの方の年間保険料額（夫婦2人世帯の場合）
【妻の収入は老齢基礎年金(年額79万円）のみとする】 (単位：円)

※夫婦ともに国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に１年間加入した場合の例となります。

夫

妻

公的年金収入額 79万 168万 192.5万 238万 300万 350万 400万 500万

所得金額（①） 0 48万 72.5万 118万 180万 225万 262.5万 346.5万

所得割額
（②=（①-33万）×7.43％）

(１円未満切上)
0 11,145 29,349 63,155 109,221 142,656 170,519 232,931

均等割の減額割合 ７割減額 ７割減額 ５割減額 ２割減額 減額なし 減額なし 減額なし 減額なし

減額後の均等割額（③） 12,052 12,052 20,087 32,140 40,175 40,175 40,175 40,175

年間保険料（④=②+③）
（百円未満切捨て)

12,000 23,100 49,400 95,200 149,300 182,800 210,600 273,100

所得割額 0 0 0 0 0 0 0 0

減額後の均等割額
(⑤=③）

12,052 12,052 20,087 32,140 40,175 40,175 40,175 40,175

保険料総額（⑥=⑤）
(百円未満切捨て)

12,000 12,000 20,000 32,100 40,100 40,100 40,100 40,100

保険料夫婦合計額
（④+⑥）

24,000 35,100 69,400 127,300 189,400 222,900 250,700 313,200



対
象
に
な
る
方

5 H20.２.１

公的年金収入のみの方の年間保険料額（単身世帯の場合） (単位：円)

※１　実際に年金から天引き(特別徴収)されるときは百円未満の端数は、1回にまとめて徴収されます。
※２　国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に１年間加入した場合の例となります。

公的年金収入額 79万 168万 203万 250万 300万 350万 400万 500万

所得金額（①） 0 48万 83万 130万 180万 225万 262.5万 346.5万

所得割額
（②=（①-33万）×7.43％）

(１円未満切上)
0 11,145 37,150 72,071 109,221 142,656 170,519 232,931

均等割の減額割合 ７割減額 ７割減額 ２割減額 減額なし 減額なし 減額なし 減額なし 減額なし

減額後の均等割額（③） 12,052 12,052 32,140 40,175 40,175 40,175 40,175 40,175

年間保険料（④=②+③）
（百円未満切捨て)

12,000 23,100 69,200 112,200 149,300 182,800 210,600 273,100

１回の年金から天引き（特別
徴収)される、およその額●
（④÷６）(※１）

2,000 3,850 11,533 18,700 24,883 30,467 35,100 45,517

●広域連合内では「保険料率」は原則同じ
保険料率（均等割額と所得割率）は原則として県内均一ですが、１人

当たりの老人医療費の平均が県内の平均に比べて著しく低い市町村（新
城市・飛島村・東栄町・設楽町・豊根村）は保険料率が異なります。

こんなとき保険料が減額されることがあります

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方
は、保険料の減免が認められる場合があります。
●災害により、住宅や資産に著しい損害を受けた
場合

●事業の廃止、失業等により収入が著しく減少し
た場合　

※減免には申請が必要となります。

こんなとき保険料の減免を
受けることができます

●所得の少ない方
保険料の「均等

割額」が世帯の所
得水準によって７
割、５割、２割減
額されます。

●会社の健康保険などの被扶養者だった方
平成20年４月から９月までの半年間は保険料が

徴収されません。平成20年10月から納めることに
なりますが、平成21年３月までの半年間は均等割
額が９割減額される予定です（所得割は課されま
せん）。また、被保険者になった月から数えて２年
間は均等割額が５割減額されます（所得割は課さ
れません）。

★制度施行日の前日に、会社の健康保険などの被
扶養者だった方

★制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日
に、会社の健康保険などの被扶養者だった方

減額割合 世帯の総所得金額等の合計が下記の方が対象になります

７割減額 基礎控除額（33万円）以下の世帯

５割減額
基礎控除額（33万円）を超え
基礎控除額（33万円）+24.5万円×世帯の被保険者数（世帯主は除く）以下の世帯

２割減額
基礎控除額（33万円）を超え
基礎控除額（33万円）+35万円×世帯の被保険者数　以下の世帯

※国保と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた方について、高齢者特別控除
（総所得金額等から15万円を控除）を適用します。
※基礎控除額は、税制改正などで変わることがあります。
※世帯主の方と、被保険者の方の所得の合計額によって減額判定を行います。



6H20.２.１

保険料の納め方
保険料の納め方は年金額によって変わります。
年額18万円以上の年金を受け、介護保険料との合
計額が年金額の２分の１以下の方は、原則として

年金から保険料があらかじめ天引きされます（特
別徴収）。それ以外の方は、口座振替や納付書で
個別に納めます（普通徴収）。

保険料は後期高齢者医療制度の大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさ
んが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公
費（国、都道府県、市区町村）が約５割を負担、

現役世代からの支援（若年者の保険料）が約4割
を負担し、残りの1割を高齢者のみなさんに納め
ていただく保険料で負担します。

●後期高齢者医療制度の財源の流れ

高齢者の保険料�

1割�

公　費�
（約5割）�

国：都道府県：市区町村�

＝4：　　1　　：　　1

後期高齢者支援金�

若年層の保険料�
約4割�（　　　）�

被保険者�
（75歳以上の方および一定の　�
障害があると認定された65歳�

以上の方）�

各医療保険�
（国保、会社の健康保険など）の�

被保険者�
（0歳以上75歳未満の方）�

口座振替・納付書�

年金から天引き�

後期高齢者の心身の特性に応じた�
医療サービス�

医療保険者�
（国保、会社の健康保険など）�

保険料�

社会保険診療�
報酬支払基金�

一括納付�

交付�

対象となる方�

納　　め　　方�

A年金が年額18万円以上の方�

　年6回の年金定期払いのときに、年金の受給額から保険料があらかじめ天引き�
されます。�

（介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く）�

仮徴収�

6月（2期）�4月（1期）� 8月（3期）�

本徴収�

12月（5期）�10月（4期）� 2月（6期）�

●前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納め（仮徴収）、確定後は年間保険料額から仮徴収分を�
　差し引いた額を三期に分けて納めます（本徴収）。�

対象となる方�

納　　め　　方�

A年金が年額18万円未満の方�
A介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方�

　口座振替かまたは市区町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金�
融機関で納めます。�

※加入時に会社の健康保険などの被保険者本人であった方も平成20年4月～9月の間は普通徴収になります。�

年金から天引き（特別徴収）�

口座振替や納付書で納付（普通徴収）�
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後期高齢者医療制度で受けられる給付

●後期高齢者医療制度の給付●

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさん
が病気やけがでお医者さんにかかったときの医療
費など、下記のような給付が受けられます。

●病気やけがの診療を受けたとき（療養の給付）

病気やけがでお医者さんにかかるときは、かか
った医療費の１割負担（現役並み所得者は３割負
担）で受診できます。

●療養病床に入院したときの食費・居住費（入院
時生活療養費の支給）

療養病床に入院したときは、定められた１食当
たりの食費と１日当たりの居住費を負担していた
だきます。

●１か月に支払った自己負担が高額になったとき
（高額療養費の支給）

１か月に支払った医療費の自己負担が定められ
た限度額を超えた場合は、申請して認められると
限度額を超えた分が高額療養費として支給されま
す。
ただし、入院したときの自己負担は、限度額ま
での支払いで済みます。

●緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
（移送費の支給）

やむをえない理由でお医者さんが認めた入院、
転院などで移送の費用がかかったとき、移送費が
支給されます。

●保険外の療養を受けたとき（保険外併用療養費
の支給）

保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先
進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満
たした療養であれば、一般的な診療部分（診察・
検査・投薬・入院など）は自己負担分を除き保険
外併用療養費として広域連合が負担します。

●入院したときの食事代（入院時食事療養費の支
給）

入院したときは、食事代のうち1食分として定
められた費用を負担していただきます。

●いったん全額自己負担したとき（療養費の支給）

急病などで保険証を持たずにお医者さんにかか
ったときや、コルセットなどの医療用具を購入し
たときなどは、いったん全額自己負担しますが、
あとから申請して認められると自己負担分以外が
療養費として支給されます。

●高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料と医療費の自己負担の合
算が高額になったとき（年額）は、設定された限
度額を超えた分が支給されます。

●訪問看護サービスを受けたとき（訪問看護療養
費の支給）

主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1
割の自己負担（現役並み所得者は３割負担）とな
ります。

●被保険者の方が亡くなったとき（葬祭費の支給）

被保険者の方が亡くなったときは、葬祭執行者
の方に対して葬祭費が５万円支給されます。

●災害で被害を受けたとき（一部負担金免除）

地震や台風などの災害で被害を受けたときは、
一部負担金の支払いが免除される制度があります。

後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、窓口業務
は市区町村が行いますので、申請や届け出の受付などは、市区
町村の担当窓口までお願いします。
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問い合わせ　住 民 課（内線116・117）
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◎
印
鑑

◎
申
告
書
（
住
所
、
氏
名
、
扶
養
控

除
欄
な
ど
必
要
事
項
は
事
前
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
）

◎
所
得
計
算
に
必
要
な
帳
簿
・
書
類

◎
給
与
・
年
金
・
外
交
員
報
酬
な
ど

の
あ
る
人
…
…
源
泉
徴
収
票

◎
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
人
…

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書
な

ど
（
添
付
ま
た
は
提
示
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。）

◎
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除

を
受
け
る
人
…
…
支
払
証
明
書

◎
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
…
…

身
障
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど

◎
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
…
…

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
な
ど

◎
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
人
…
…

特
定
寄
付
金
の
受
領
書

◎
税
金
が
も
ど
る
人
…
…

還
付
申
告
す
る
人
本
人
の
振
込
先

が
わ
か
る
も
の
（
預
金
通
帳
な
ど
）

所
得
税
お
よ
び
町
県
民
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月
18
日
か
ら

３
月
17
日
ま
で
で
す
。
申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
町
県
民
税
に
つ
い
て
は
２
月
14
日
か
ら
、
申
告
の
受
付

お
よ
び
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

(1)
事
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産

所
得
、
譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
る
人

で
―
―

19
年
中
の
各
種
所
得
の
合
計
額
か

ら
各
種
控
除
の
合
計
額
を
差
引
き
、

そ
の
金
額
に
よ
り
所
得
税
が
算
出

さ
れ
る
人

(2)
給
与
所
得
が
あ
る
人
で
―
―

○イ
19
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が
、

２
千
万
円
を
超
え
る
人

○ロ
１
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
人
で
、
給
与
ま
た
は

退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
が
、

20
万
円
を
超
え
る
人

○ハ
２
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
人
で
、「
年
末
調
整

を
受
け
て
い
な
い
給
与
の
収
入
金

額
」
と
「
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
」
の
合
計
が
、

20
万
円
を
超
え
る
人

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
、
南
知

多
町
内
に
住
ん
で
い
る
人
で
次
に

あ
て
は
ま
る
人
で
す
。

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
人
は
、
町
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

(1)
農
業
、
漁
業
、
商
工
業
、
大
工
、

日
雇
い
な
ど
を
し
て
い
る
人
や
不

動
産
収
入
な
ど
の
あ
る
人
で
所
得

税
の
出
な
い
人

(2)
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
、
給
与
以

外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
な
い

人
(3)
給
与
所
得
だ
け
の
人
で
、
平
成
19

年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後
再

就
職
し
て
い
な
い
人

(4)
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
扶

養
家
族
に
な
っ
て
い
な
い
人

申
告
書
が
必
要
な
人
で
届
か
な
い

場
合
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

所
得
税
・
町
県
民
税
の
申
告
に
必
要
な
も
の

お早めに!
申告相談受付期間 2月18日(月)～3月17日(月)

税についての　ご相談・お問い合わせ
半田税務署個人課税部門　TEL21－3141
役場税務課 TEL65－0711(内線145・146)
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介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

で
障
害
者
に
準
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
障
害
者

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

保
健
介
護
課
で
証
明
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

ご自宅のパソコンから�
　申告などの手続が簡単にできます。�

「　　 」を利用して所得税の申告をすると�

詳しくは、�
e－Taxホームページをご覧ください。�

http://www.e-tax.nta.go.jp

イータックス� で�検索�
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町
県
民
税
な
ど
の
申
告
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
資
料
や
低
所
得

者
減
額
の
資
料
に
な
る
も
の
で
す
か

ら
、
所
得
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
申

告
を
し
な
い
と
、
減
額
対
象
者
で
も

減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
医
療
費

の
給
付
で
も
不
利
益
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
さ
れ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
よ
う
な
人
は
、
確
定
申
告
を

す
れ
ば
、
納
め
過
ぎ
の
税
金
が
戻

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

(1)
配
当
・
外
交
員
報
酬
な
ど
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
が
あ
り
、
そ
れ

ら
を
含
め
た
所
得
が
あ
ま
り
多
く

な
い
人

(2)
給
与
所
得
者
で
、
平
成
19
年
の
中

途
に
退
職
し
、
そ
の
後
就
職
を
し

な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
人

(3)
給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控
除
、

寄
付
金
控
除
ま
た
は
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
人

(4)
年
金
所
得
者
で
、
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
あ
り
、
社
会
保
険
料

控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控

除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

人

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
人
へ

申
告
す
れ
ば
税
金
が
も
ど
る
人

所
得
が
な
く
て
も

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い

税の申告は
申告会場に
ご注意を！

営業、農業、その他の事業、資産・株式の譲渡所得などの所得税、消費税、
贈与税などの納税相談が必要な方の申告会場は住吉福祉文化会館（半田）で
すので、ご注意ください。(役場・公民館等では受付できません。)

10ページの『確定申告会場のお知らせ』をご覧ください。

受付月日地　区

２月14日(木) 楠・名切

利屋

内福寺

西端

北脇

神戸・西村

小野

新居・中村

半月

山田

南組・中組

浜組

片　名

新師崎

鳥東・鳥西

篠　島

日間賀島

中　洲

中之郷

町公民館内海分館
(内海サービス

センター)

山海公民館

役場 大会議室
(保健センター3階)
〔※午後５時まで〕

大井公民館
(師崎サービス

センター)

師崎公民館

篠島開発総合センター

日間賀島公民館

東端

馬場

吹越

岡部

松原

岩屋・大泊

小佐・高浜

初神・鳥居

乙方

西組

北組

荒井・栄村

的場

２月15日(金)

２月18日(月)

２月19日(火)

２月20日(水)

２月21日(木)

２月22日(金)

２月25日(月)

２月26日(火)

２月27日(水)

２月28日(木)

２月29日(金)

３月３日(月)

３月４日(火)

３月５日(水)

３月６日(木)

３月10日(月)

３月11日(火)

午前
9：00～正午

午後
1：00～4：00

申告相談会場

内　　海

豊　　浜

師　　崎

篠　　島

日間賀島

保健センター�
役　場�

階段で３階へ�

エレベーターで３階へ�

P

町県民税の申告相談会場

２月14日(木)～３月17日(月) 午前９時～正午
午後１時～５時

役場　大会議室（保健センター３階）

※豊浜地区の会場は、上記、町県民税の申告相談会場を兼ねるため、午後５時
までです。

各地区での相談会場

※土、日は、休みです

特集 2
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２月５日（火）～３月17日（月）の平日

２月24日および３月２日の日曜日

所得税および贈与税　３月17日（月）まで

消費税・地方消費税　３月31日（月）まで

午前９時～午後４時30分

（開場は午前８時45分）

〒475‐8686 半田市宮路町50‐５

半田税務署　個人課税第一部門

q２１‐３１４１

確定申告会場のお知らせ

◇ 駐車場に限りがございますので、ご来場の
際には、できるだけ公共交通機関をご利用く
ださい。
◇ 確定申告書の提出は半田税務署へ、郵送で
も結構です。
◇ 本年も、市役所・町役場の会場では、事業
所得・譲渡所得に係る所得税・個人事業者の
消費税および贈与税の相談は行いません。
お手数ですが、開設期間中に住吉福祉文化
会館までお越しください。

開 設 期 間 開 設 時 間

P

P

出口町� 宮路町�至河和�

至太田川�

名
鉄
河
和
線�

住
吉
町�

247

半田警察署�
半田税務署�

住吉福祉　�
　文化会館�

■名鉄河和線「住吉町」駅下車 徒歩約５分�
■半田税務署から徒歩約10分�

●案内図

【平成19年分の他会場】 （土・日は除く。）

各会場の無料税務相談所の開催日程は、次のと
おりです。相談時間は午前９時30分から午後４時
までです。（正午から午後１時は除く。）
なお、譲渡所得および贈与税の申告相談は行い
ません。

【役場会場】

役場会場の無料税務相談所では、年金所得者お
よび給与所得者の方の医療費控除、住宅借入金等
特別控除などの還付申告を中心に受け付けます。

問い合わせ

半田税務署　個人課税第一部門

q2 1－3 1 4 1

税理士による無料税務相談所へお気軽にご相談ください。

２月27日（水）
２月28日（木）

町役場大会議室
（保健センター３階）

日　　程 場　　　　　所 日　　程

２月18日（月）
～２月22日（金）

げんきの郷　あぐりカレッジ
あすなろ舎　大会議室

２月25日（月）
～３月７日（金）

東海市立商工センター　１階
会議室

場　　　　　所

半田税務署の確定申告会場は住吉福祉文化会館です

申告と納税の期限 問い合わせ

愛
知
県
道
路
公
社
は
、
こ
の
た
び

知
多
半
島
道
路
・
南
知
多
道
路
・
知

多
横
断
道
路
・
中
部
国
際
空
港
連
絡

道
路
・
猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
の
回

数
券
の
利
用
を
終
了
し
ま
す
。
ま
た
、

利
用
の
終
了
に
伴
い
、
お
使
い
に
な

ら
な
か
っ
た
回
数
券
に
つ
い
て
は
払

い
戻
し
を
し
ま
す
。

利
用
期
限

２
月
29
日（
金
）24
時
ま
で

払
い
戻
し
期
間

２
月
１
日（
金
）〜
７
月
31
日（
木
）ま
で

対
象
券
種

知
多
半
島
道
路
・
南
知
多
道
路
・
知

多
横
断
道
路
・
中
部
国
際
空
港
連
絡

道
路
・
猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
の
回

数
券

払
い
戻
し
方
法

A

郵
送
に
よ
る
申
し
込
み

た
だ
し
、
払
い
戻
し
金
額
３
万
円

未
満
の
場
合
は
回
数
券
に
明
記
さ
れ

た
路
線
の
料
金
事
務
所
で
現
金
に
よ

る
払
い
戻
し
も
い
た
し
ま
す
。

詳
し
く
は
愛
知
県
道
路
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

愛
知
県
道
路
公
社
総
務
部
業
務
課

q
０
５
２
‐
９
６
１
‐
１
６
２
１

知
多
有
料
道
路
事
務
所

q
２
１
‐
２
７
２
１

猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
事
務
所

q
０
５
６
５
‐
４
８
‐
１
５
４
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.aichi-dourokousha.or.jp/

知
多
半
島
道
路
等
の

回
数
券
の
利
用
が
終
了

し
ま
す

知
多
半
島
道
路
等
の

回
数
券
の
利
用
が
終
了

し
ま
す
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「
契
約
時
に
説
明
さ
れ
た
積
み
立

て
配
当
金
よ
り
少
な
い
配
当
金
し
か

支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。」「
実
際
は
加

入
し
て
い
た
保
険
が
加
入
し
て
い
な

い
と
説
明
さ
れ
保
険
金
が
支
払
わ
れ

な
か
っ
た
。」
等
、
保
険
に
関
す
る

相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
険
は
、
複
雑
・
難
解
な
商
品
な

の
で
以
前
か
ら
多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
が

あ
り
ま
し
た
が
、
保
険
会
社
に
よ
る

不
払
い
問
題
の
発
覚
以
降
相
談
が
増

加
し
て
い
ま
す
。

●
相
談
事
例
・
ア
ド
バ
イ
ス

（
相
談
）
18
年
前
か
ら
加
入
し
て
い

る
定
期
付
き
終
身
保
険
。
契
約
時
に

60
歳
に
な
る
と
２
２
０
万
円
の
積
み

立
て
配
当
金
が
受
取
れ
る
と
勧
誘
員

か
ら
説
明
さ
れ
た
が
、
実
際
は
２
５

万
円
だ
っ
た
。
書
面
に
は
小
さ
い
字

で
「
変
動
す
る
こ
と
が
あ
る
、
約
束

す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
書
い
て

あ
る
が
納
得
で
き
な
い
。

（
ア
ド
バ
イ
ス
）
長
期
の
保
険
や
金

融
商
品
は
金
利
等
の
変
動
に
左
右
さ

れ
、
予
想
を
は
る
か
に
下
回
る
場
合

が
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。

生
命
保
険
は
長
期
に
わ
た
る
契
約

で
す
。
勧
誘
員
の
話
を
よ
く
聞
き
、

申
し
込
み
の
際
に
生
命
保
険
会
社
か

ら
交
付
さ
れ
る
「
契
約
概
要
」「
注

意
喚
起
情
報
」「
契
約
の
し
お
り
」

を
必
ず
読
ん
で
内
容
を
よ
く
確
認
し

て
納
得
し
た
上
で
契
約
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
乗
換
え
（
新
た
な
保
険

に
契
約
し
直
す
）
に
つ
い
て
も
必
ず

し
も
有
利
と
は
な
ら
な
い
場
合
も
あ

る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
は
現
在
だ
け
で
な
く
、
将

来
に
わ
た
っ
て
払
い
込
み
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
生
活
環
境
や
収
入
の
変

化
も
考
慮
し
て
保
険
料
が
払
い
続
け

ら
れ
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

年
齢
、
家
族
構
成
や
環
境
の
変
化

に
と
も
な
い
、
保
障
ニ
ー
ズ
も
変
化

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
度
選
ん

だ
生
命
保
険
で
も
保
障
ニ
ー
ズ
の
変

化
に
あ
わ
せ
て
見
直
し
て
い
く
こ
と

も
重
要
で
す
。

●
困
っ
た
と
き
は
、
早
め
に
県
民
生

活
プ
ラ
ザ
へ
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

知
多
県
民
生
活
プ
ラ
ザ
（
知
多
総
合

庁
舎
内
）
消
費
生
活
相
談
専
用
電
話

q
２
３
‐
３
３
０
０

中
央
県
民
生
活
プ
ラ
ザ
　
消
費
生
活

相
談
専
用
電
話

q
０
５
２
‐
９
６
２
‐
０
９
９
９

消
費
者
トト
ララ
ブブ
ルル
情
報

「
生
命
保
険
」
に
関
す
る
相
談
が
増
加
！

商
工
観
光
課(

内
線
２
７
３)

所得税の確定申告は、さらに便利で使いやすくなったｅ-Taxで!所得税の確定申告は、さらに便利で使いやすくなったｅ-Taxで!
●HPからカンタン申告
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から直接電子申告ができます。

●最高5,000円の税額控除
本人の電子署名および電子証明書を付して所得税の確
定申告をｅ-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額
控除を受けることができるようになりました（平成19年
分または平成20年分のいずれか１回。ただし、平成19年
分は平成20年３月17日、平成20年分は平成21年３月16日
までに申告された場合に限ります。）。

●添付書類が提出不要
所得税の確定申告をｅ-Taxで行う場合、医療費の領収
書や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載内容を入力し
て送信できるようになりました（確定申告期限から３年
間、添付書類の提出または提示を求められることがあり
ます。）。

●還付金がスピーディー
ｅ-Taxで申告された還付申告は早期処理しています

（３週間程度に短縮）。

～「ｅ-Tax」をご利用いただく前に～

開始届出書をｅ-Taxホームページの開始届出書作
成・提出コーナーから所轄の税務署に提出します。

Step１

電子証明書を取得（費用がかかります）し、ICカー
ドリーダライタを購入します。

Step２

ｅ-Taxの初期登録（電子証明書の登録等）を行い
ます。

Step３

●「作成コーナーからの電子申告」案内サイトの開設
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」からｅ-Taxへ直接送信の手順について分か
りやすく説明したサイトをｅ-Taxホームページ内
に開設しました。

●ID・パスワードのオンライン発行
開始届出書をオンラインで提出した場合、利用
者識別番号等がオンラインで即時に発行されるよ
うになりました。

●確定申告期の24時間受付
ｅ-Taxは、所得税の確定申告期間中、24時間受
付を行っています。

●電子申請等証明書制度の創設
ｅ-Taxを利用して申告・申請等を行った事実
およびその内容について、証明を受けることが
できるようになりました（代理送信した税理士
による証明書取得は不可）。

さらに便利で使いやすく!
ネットでどこでも申告・納税。

ｅ-Tax
国税電子申告・納税システム

ｅ-Taxホームページ
（http://www.e-tax.nta.go.jp）

利用開始の手続、ご利用時間、パソコンの
環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質
問（Ｑ＆Ａ）など、e-Taxに関する最新の情
報についてお知らせしていますので、ご利用
前に是非ご覧ください。

もっと詳しい
情報は・・・

問い合わせ　半田税務署　q21-3141



スクールバス・宝くじ号

本町では、学校統廃合に伴い、豊丘地区の
児童の通学に利用するため、スクールバスを
２台導入しました。１台目は昨年９月４日に、
２台目は１月10日に納車されました。
29人乗りで全席（補助席含む）シートベル
ト付き、補助ステップや巻き込み防止など安
全に配慮した仕様となっています。
導入には、財団法人日本宝くじ協会より
588万円の助成をいただき、「宝くじ号」の名
称で、来年度から通学の足として活躍します。

篠島に新春の舞

１月４日、篠島前浜海岸で新春恒例の大名
行列が行われました。
祭礼は八王子社にまつられた男神が約400

メートル先の神明社の女神に会いに行くもの
で、４日はご神体（オジンジキサマ）が八王
子社に戻る祭りがあり、神事や大名行列が行
われました。前浜海岸では厄男がふんどし姿
で埋めてあったオタナギサマ（サカキ）を引
き抜き海に飛び込むと、見物客から歓声が上
がっていました。

12H20.２.１

まちの話題をお知らせください。企画情報課　広報担当まで�

みんなで楽しくクリスマス

12月16日、町総合体育館で知的障害者育成
会のクリスマス会が行われました。
参加者はいっしょに歌ったり、日間賀島の
ダンスクラブ「島ＫＫＯ Ｃ 」のダンスを見
たりして楽しみ、また町社会福祉協議会長や
ライオンズクラブ会長が扮したサンタからプ
レゼントをもらうなど楽しいひとときを過ご
しました。

もちをついてお正月準備

12月28日、内海保育所でもちつきが行われ、
園児がついたり食べたりし、楽しみました。
もちつきは、保育所で正月を迎える準備を

しようと毎年行われ、園児は「よいしょ」と
掛け声をかけながらもちをついていました。
つき上がったもちはさっそくきな粉もちやあ
んこもちにして味わい、園児からは「おいし
い」と好評でした。
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No.201

森　田　博　文

２月初旬から中旬といえばまだまだ寒く、カエルも
ヘビもカメやトカゲもみな冬眠を続けているはずです。
ところがこんな寒さの中、わが南知多町でも山沿い

の水田や小水路の中にカエルの卵塊
らんかい

（卵の塊
かたまり

）を見つけ
ることがあります。知多半島南部が暖かだからカエル
の産卵が早いのではありません。これはニホンアカガ
エルの卵塊です。一般にカエルは寒さに弱い生き物の
ように思われていますが、アカガエルの仲間は北方起
源といわれ、寒さにとても強いのです。
この辺りでは、２月の初め頃ニホンアカガエルたち

は冬眠から覚め、雌が産み出す卵塊に雄が放精します。
こうした繁殖行動が終わると、再び冬眠に入り、暖

かくなるまで眠り続けます。いくらニホンアカガエル
が寒さに強くても、餌となる生きた昆虫はほとんどい
ません。起きていては餓死の危険にさらされます。つ
まり、ニホンアカガエルは繁殖のために冬眠を一時中
断するのです。
一方、寒中に卵からかえったニホンアカガエルのオ

タマジャクシたちは、生きたものしか食べない親たち
と違って、水底に生える藻

も

や動植物の遺骸などを食べ
て成長します。まだ恐ろしい天敵も現れる前で、生存
競争の相手となる他のカエルのオタマジャクシもいな
いうちに大きくなっていくのです。

水田の小水路に生み落されたニホンアカガエルの卵塊
印　　　　　美浜町奥田奥

おく

杉
すぎ

谷
たに

野田欽哉さんの水田

近年イネを栽培しない期間は水田から水を落として
しまう農法が進み、ニホンアカガエルは激減してしま
いました。また、このカエルの生殖行動は通常１～２
日で終わってしまうこともあって、いざ卵塊の写真を

撮ろうと思うとなかなか
出合いません。私は２シ
ーズン、ニホンアカガエ
ルの卵塊を求めて歩き回
りましたが駄目でした。
そこで、知人の野田欽

哉さん・良江さんご夫妻
のご協力を得て、やっと
カメラに納めることが出
来ました。
←ニホンアカガエル
美浜町布土

ふ っ と

川上流の水田
体の色は、美しい赤褐色

せきかっしょく

でした。

知多半島南部のカエル 1

寒中産卵 ━ ニホンアカガエル

未成年者喫煙防止の取り組みの一環として、
愛知県のたばこ自動販売機は、2008年５月末ま
でに成人識別たばこ自動販売機に変わり、利用
の際には専用のＩＣカード「taspo（タスポ）」
が必要になります。
愛知県では、2008年２月よりカードの申込受

付を開始し、2008年６月１日より使用できるよ
うになります。申請書はたばこ販売店店頭など
で入手できます。 （社）日本たばこ協会

自販機でのたばこ購入に専用の
ＩＣカードが必要になります

月　日

２月12日
(火)

会　　場 受　付　時　間

保健センター
午前9時30分～11時30分
午後１時～３時30分

献血にご協力ください

血液確保のため、次のとおり献血を行います
ので、皆様のご協力をお願いします。
献血は相互扶助の精神によって成り立ってい
ます。健康なときにこそ献血にご協力ください。

400ml献血にご協力ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

街の景観を損なう放置自動車
を追放しましょう

放置自動車は社会の迷惑

街の景観を損なう放置自動車
を追放しましょう

福　祉　環　境　課　( 内線１２６ )

近年、愛知県内では、都市部を中心として、
道路・公園・漁港内等に年間４千から５千台の
自動車が放置されており、道路交通上の障害や
環境保全上の問題が生じています。
また、平成17年１月に「使用済自動車の再資
源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」
が完全施行され、施行日以前に販売された自動
車については、車検を受けるまでは廃棄時にリ
サイクル料金の支払いが必要となっていること
から、新たな放置自動車の発生が懸念されてい
ます。不要となった自動車は路上等に放置する
ことなく、適切に処理しましょう。

「向き合おう　自分の体　自分の生活」
２月１日～７日は、生活習慣病予防週間で
す。日ごろの生活習慣を見直し、定期的な運
動とバランスのとれた食事を心がけましょう。
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◆
第
27
回
名
東
柔
道
大
会
（
名
東
柔

道
会
主
催
・
11
／
23
）

●
男
子
小
学
１
・
２
年
生
の
部（
104
名
）

３
位
　
杉
本
彰
太
（
師
崎
小
）

◆
第
75
回
町
秋
季
野
球
大
会
（
町
体

育
協
会
主
催
・
10
／
28
〜
12
／
16
・

運
動
公
園
・
４
チ
ー
ム
）

優
勝
　
豊
浜
体
協
フ
レ
ン
ズ

２
位
　
フ
ァ
ー
ス
ト

◆
第
15
回
町
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大

会（
一
般
の
部
）（
町
体
育
協
会
主
催
・

12
／
２
・
町
総
合
体
育
館
）

●
男
子
の
部
（
７
チ
ー
ム
）

優
勝
　
Ｍ
Ｂ
Ｃ
（
南
知
多
）

２
位
　
Ｔ
Ｆ
Ａ
Ｓ
（
武
豊
）

３
位
　
海
坊
主
（
南
知
多
）

●
女
子
の
部
（
３
チ
ー
ム
）

優
勝
　
レ
オ
パ
ル
ド
（
武
豊
）

２
位
　
ブ
ラ
ッ
ピ
ー
ズ
（
南
知
多
）

◆
第
34
回
南
知
多
町
長
杯
少
年
剣
道

大
会
（
町
体
育
協
会
主
催
・
12
／

９
・
町
総
合
体
育
館
）

◇
団
体
戦

●
小
学
生
の
部

優
勝
　
豊
浜
少
年
剣
道
ク
ラ
ブ
Ａ

２
位
　
布
土
剣
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

●
中
学
生
男
子
の
部

優
勝
　
師
崎
中
学
校

２
位
　
野
間
中
学
校

●
中
学
生
女
子
の
部

優
勝
　
河
和
中
学
校

◇
個
人
戦

●
２
・
３
級
の
部

優
勝
　
山
本
恭
平
（
豊
丘
小
）

２
位
　
沖
田
麻
亜
耶
（
奥
田
小
）

３
位
　
磯
部
理
江
（
大
井
小
）

〃

田
中
直
敬
（
布
土
小
）

●
４
・
５
級
の
部

優
勝
　
日
比
敬
子
（
内
海
小
）

２
位
　
熊
谷
僚
太
（
布
土
小
）

３
位
　
木
又
美
砂
（
豊
浜
小
）

〃

竹
内
莉
那
（
内
海
小
）

●
６
級
の
部

優
勝
　
沖
田
成
惇
（
奥
田
小
）

２
位
　
平
野
量
太
（
豊
浜
小
）

３
位
　
山
田
秀
明
（
奥
田
小
）

〃

斉
藤
大
貴
（
豊
浜
小
）

●
初
心
者
の
部

優
勝
　
内
田
留
加
（
内
海
小
）

２
位
　
都
築
涼
平
（
奥
田
小
）

３
位
　
伊
藤
恭
平
（
布
土
小
）

〃

内
田
遥
陽
（
内
海
小
）

●
中
学
生
男
子
の
部

優
勝
　
片
岡
唯
賀
（
野
間
中
）

２
位
　
奥
川
英
介
（
内
海
中
）

３
位
　
磯
部
健
夫
（
師
崎
中
）

〃

北
川
右
恭
（
師
崎
中
）

●
中
学
生
女
子
の
部

優
勝
　
丹
羽
敦
美
（
師
崎
中
）

２
位
　
加
藤
　
鼓
（
河
和
中
）

３
位
　
磯
部
磨
依
（
師
崎
中
）

〃

磯
貝
友
香
（
河
和
中
）

◆
第
９
回
町
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大

会
（
中
学
生
の
部
）（
町
体
育
協
会
主

催
・
12
／
15
・
町
総
合
体
育
館
）

●
男
子
の
部
（
４
チ
ー
ム
）

優
勝
　
青
山
中
学
校
（
半
田
）

２
位
　
美
浜
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ（
美
浜
）

●
女
子
の
部
（
６
チ
ー
ム
）

優
勝
　
豊
浜
中
学
校
（
南
知
多
）

２
位
　
内
海
中
学
校
（
南
知
多
）

３
位
　
河
和
中
学
校
（
美
浜
）

◆
第
21
回
日
本
拳
法
中
部
総
合
大
会

（
11
／
11
・
千
種
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
）

●
中
学
１
年
男
子
の
部
（
32
名
）

優
勝
　
河
野
卓
弥
（
師
崎
中
）

●
小
学
５
年
女
子
の
部
（
18
名
）

３
位
　
河
野
瑞
季
（
大
井
小
）

ス
ポ
ー
ツ
大
会
結
果

南
知
多
町
剣
道
連
盟
が

少
年
剣
道
教
育
奨
励
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

こ
の
賞
は
全
日
本
剣
道
連
盟
か

ら
少
年
少
女
の
剣
道
指
導
に
永
年

に
亘
り
尽
力
さ
れ
、
家
庭
お
よ
び

学
校
教
育
並
び
に
地
域
社
会
の
向

上
に
資
す
る
活
動
を
継
続
し
た
団

体
に
贈
ら
れ
る
賞
で
す
。

募
集
内
容

男
女
共
同
参
画
を
テ
ー
マ
に
し
た

標
語
　
※
特
に
、
身
近
な
と
こ
ろ
か

ら
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
よ
う

な
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
個
人
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
未
発
表
の
自
作
の
も
の
に
限
り
ま
す
）

応
募
締
切

２
月
29
日（
金
）（
必
着
）

応
募
方
法

官
製
ハ
ガ
キ
、
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

で
１
通
に
１
作
品
を
記
入
し
、
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
を

記
入
の
上
お
送
り
く
だ
さ
い
。

宛
先

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
総
務
課

「
標
語
募
集
係
」

〒
１
０
０
‐
８
９
１
４

東
京
都
千

代
田
区
永
田
町
１
‐
６
‐
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
‐
３
５
８
１
‐
９
５
６
６

メ
ー
ル
は
男
女
共
同
参
画
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.g
en
d
er.g
o.jp
/

入
賞

最
優
秀
賞
１
作
品
、
優
秀
賞
２
作
品

そ
の
他

・
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

・
入
賞
作
品
の
著
作
権
は
内
閣
府
に

帰
属
し
ま
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

男
女
共
同
参
画
週
間
の

標
語
募
集
に
つ
い
て

男
女
共
同
参
画
週
間
の

標
語
募
集
に
つ
い
て
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〈問い合わせ〉南知多町体育協会事務局（町総合体育館内社会教育課スポーツ係）q65－2880

南知多町体育協会では、下記スポーツクラブの
会員を募集しています。『健康づくり』『友達づく
り』『生きがいづくり』のために、ぜひスポーツ
クラブに参加しませんか。

※各クラブの活動内容、申込方法等は直接各クラブにお問い合わせください。

スポーツクラブの会員を募集しますスポーツクラブの会員を募集しますスポーツクラブの会員を募集します

種　　目 対 象 者 申　　込　　先　（問い合わせ先） 申込時期 備　　考

少 年 軟 式 野 球 小学2～6年生
少年軟式野球代表　相川勇次
豊浜字新居120－１　q 6 5－ 2 1 7 2

随　時

剣 道 小　学　生

豊浜少年剣道クラブ代表　家田　保
豊丘字山田37 q 6 5－ 0 9 6 4

大井少年剣道クラブ代表　磯部愼吾
片名字新師崎15－６　q 6 3－ 2 2 1 9

随　時

随　時

防具貸出あり
見学歓迎

内海、大井
師崎　地区

ゲ ー ト ボ ー ル 年齢問わず
ゲートボール協会代表　石黒芳子
内海字平居82 q 6 2－ 0 3 8 2

随　時
１度参加して
見てください

相 撲
園児～●●
●●中学生

相撲連盟代表　堀江和正
豊浜字上大田面67－１　q65－0405

随　時
年会費
1 , 5 0 0円

イ ン デ ィ ア カ

ミニバスケットボール

グラウンドゴルフ

中学生以上

小学2～6年生
（女子）

小 中 学 生
一　　　般

インディアカ協会代表　万浪悦夫
内海字松田34－１　q 6 2－ 3 3 2 6

バスケットボール協会代表　田中吉郎
q役場総務課65－0711 自宅65－2786

グラウンドゴルフ協会代表　鈴木賢治
山海字土間15 q 6 2－ 0 4 5 8

随　時

随　時

随　時

内海、豊浜
大井　地区

年会費500円
（小中学生無料）

バ ド ミ ン ト ン 高校生以上
バドミントン協会代表　河合正吉
内海字北脇48 q62－1203・62－3203

随　時
内海、豊浜
大井　地区

福祉のまちづくり講座 ～災害の視点から考える～

美浜町・南知多町の共催で、「災
害」に関連する様々な話を聴いたり
簡単な体験を行う講座です。この講
座を通して私たちが生活する地域の
ことを考えてみませんか？
定　員 16歳以上　40名（先着順）
その他 受講料は無料

手話通訳・要約筆記有り
申し込み
２月13日までに南知多町社会福祉協
議会まで電話・ＦＡＸ、Ｅメールにて
q65－2687・ＦＡＸ65－2913
Ｅメール：nanchi@tac-net.ne.jp

日時・場所 内　　　容　　・　　講　　　師

２月17日（日）
10：00～15：00
美浜町生涯
学習センター

３月２日（日）
10：00～15：00
南知多町
総合体育館

講話『各町の災害に対する全体の取り組み状況』
美浜町役場・南知多町役場防災担当課職員より

講演『災害の視点から福祉のまちづくりを考える』
講師：トヨタ自動車（株）トヨタボランティアセンター鈴木盈宏氏

『耐震の豆知識～まずは身近なところから～』
講師：半田災害支援ボランティアコーディネーターの会

体験コーナー『起震車体験』（屋外）

『我が町で災害が起こったら』…災害図上想定体験（DIG）に挑戦
講師：あいち防災リーダー会（南知多・美浜支部）

『非常食を知ろう』（昼食を兼ねて）

座談会：『南知多・美浜町で今まずできることを考えてみよう』

社会福祉協議会
q65－2687
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平成18年度

南知多町の人事行政の運営等の状況を公表します
南知多町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第５条の規定に基づき平成18年度における南知多
町の人事行政の運営等の状況について次のように公表します。

平成20年２月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南知多町長　沢 田 壽 一

１　職員の任免および職員数に関する状況

（1）職員の採用・退職の状況
（平成18年4月2日～平成19年4月1日）

２　職員の給与の状況について

（1）人件費の状況（平成18年度一般会計決算）

（注）人件費には、町長・議長などの特別職に支給される給料、報酬および事業支弁に係る職員の人件費2,734万8千円が含まれます。

（3）職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在） （5）一般行政職員の級別職員数の状況（平成19年4月1日現在）

（注）採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、そ
の者が２年後に受けることとなる給料額について掲げたものである。

採　　　　用 ●３　人

退　　　　職 １２　人

住民基本台帳人口
（平19.3.31）

歳出額Ａ 実質収支

21,729人 67億987万2千円 2億5,042万円

人件費Ｂ

16億6,696万4千円

人件費率
（Ｂ／Ａ）

24.8％

職員数
（Ａ）

203人

給　　料

7億5,744万7千円

職員手当

1億8,076万8千円

期末・勤勉
手当

3億2,597万9千円

給与費計
（Ｂ）

12億6,419万4千円

一人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）

622万8千円

区　　分 初　任　給
採用2年経過日
給料額

170 ,200円 182 ,200円

138 ,400円 146 ,700円

一般行政職員（大学卒）

一般行政職員（高校卒）

区分 １級 ２級

標準的
な職務
内容

職員 職員

職員数 ７人 46人

構成比 3 .7％ 24 .2％

３級

主査
主任保育士

72人

37 .9％

４級

係長
主任保育士

11人

5 .8％

５級

主幹
保育所長

31人

16 .3％

６級

課長

13人

6 .8％

７級

部長
次長

10人

5 .3％

計

190人

100.0％

（7）昇給の状況（平成18年度）

区　分 合　計
職員数　　　　（人） 222人

行政職員
193人

技能労務職員
29人

7人 7人 0人
34人 27人 7人
8人 5人 3人

130人 113人 17人
38人 36人 2人
0人 0人 0人
5人 5人 0人

０号給（人）
１号給（人）
２号給（人）
３号給（人）
４号給（人）
５号給（人）
６号給（人）

昇給数別
内　　訳

（2）職員数（平成19年4月1日現在）
（2）職員給与費の状況（平成19年度一般会計予算）

職　員　数

２１３人

（注）職員手当には退職手当は含まれていません。

（注）職員数は、町長と教育長を除く常勤職員数です。

（4）一般行政職員の経験年数別・学歴別平均給料
（平成19年4月1日現在）

（6）一般行政職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況　
（平成19年4月1日現在）

区　分
経験年数
10年

経験年数
15年

経験年数
20年

250 ,000円 305 ,300円 326 ,200円

― 246 ,800円 304 ,700円

大 学 卒

高 校 卒

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

行政職員 326 ,958円 404 ,075円 44 .9歳

（8）職員手当の状況（平成19年4月1日現在）
期末・勤勉手当

退職手当

区　分 期　　末 勤　　勉

６月期 1 .4月分 0 .71月分

12月期 1 .6月分 0 .71月分

計 3 .0月分 1 .42月分

区　分 自己都合 定年・勧奨

平成18年度中の
一人平均支給額

2 ,342千円 15 ,767千円

（注）職制上の段階、職務の級等による加算措置･･･有り 地域手当

支給対象地域 全地域

支給率

支給対象職員

支給対象職員一人当たり平均支給月額

８％

全職員

26 ,508円
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（注）平均支給額は、平成18年度決算額（選挙・水防を除く）を平成18年４月の職員数
（管理職手当受給職員を除く。）で除したものです。

時間外勤務手当

支給総額 17 ,241千円

職員一人当たり支給年額 101千円

特殊勤務手当

支給対象職種 全職種

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給対象職員一人当たり平均支給月額

手当の種類（手当数）

代表的な手当

16 .67％

6 ,641円

５手当

保育業務手当・
防災手当

扶養手当

配偶者 13 ,000円

配偶者以外

１人につき6,000円（扶養者でない配
偶者を有する場合の1人目は6,500円、
配偶者のない場合の1人目は11,000円）
高校生・大学生等の子については上記
の額に5,000円加算

住居手当

持家者 2 ,500円（新築または購入後５年間）

借家・借間居住者
12 ,000円を超える家賃に応じて
最高27 ,000円

通勤手当

片道２㎞以上交通
機関利用者

運賃相当額の範囲内で支給
（上限55 ,000円）

片道２㎞以上自動
車等利用者

５㎞まで2 ,000円から自動車等の使用距
離に応じて支給（上限60㎞以上24 ,500円）

（9）特別職の報酬等の状況（平成19年4月1日現在）

区　分 給料月額 期末手当

町　　長
569 ,800円

（814 ,000円）

540 ,600円
（636 ,000円）

543 ,120円
（584 ,000円）

（平成18年度支給割合）
６月期　1 .60月分
12月期　1 .70月分
計　3 .30月分

副 町 長

教 育 長

（注）給料月額の上段は、町長30％・副町長15％・教育長7％減額後の額。
下段（ ）は、減額前。

区　分 報酬月額 期末手当

議　　長 356 ,000円

271 ,000円

244 ,000円

（平成18年度支給割合）
６月期　1 .60月分
12月期　1 .75月分

計　3 .35月分

副 議 長

議　　員

（10）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、一般行政職について、
国家公務員の平均給料額を比べたもので、国家
公務員を 100とした場合の地方公務員の給料額
の水準を示す指数です。

２　近隣５町平均とは、阿久比町、東浦町、美浜町、
武豊町、南知多町のラスパイレス指数を単純平
均したものです。

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況（平成18年4月1日現在） （3）育児休業等取得者数
（平成18年度中に新たに育児休業（部分
休業）を取得した職員数）

正規の勤務時間

８時間 8:30 17:15 12:15～13:00 12:00～12:15 15:00～15:15

開始時刻 終了時刻 休憩時間 休息時間

（2）休暇の種類（平成18年4月1日現在）

区　分 付与日数 区　分 付与日数

年　　休 20日 忌　　引 最高７日

出　　産 前６、後８週間 父母の祭日 １日

育児時間
生後１年まで１日に
つき２回各30分以内

結　　婚 ５日

子の看護 ５日 選挙権行使 必要と認める日数

骨髄移植 必要と認める日数 証人等出頭 必要と認める日数

ボランティア ５日 妻の出産補助 ２日

住居滅失 ７日 夏季休暇 ５日

交通遮断 必要と認める日数 リフレッシュ休暇 ３日

区　　分 男　性 女　性

育児休業取得者数 ０人 ２人

部分休業取得者数 ０人 ０人

計 ０人 ２人

南知多町 近隣５町平均 県内町村平均

95

90

85

91 .3

90 .0

93 .8

91 .4

93 .3

92 .3

平成14年

平成19年
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処分の種類 処分者数 理　　由

心身の故障のため、長期の休養
を必要とする場合

休　　職

降　　任

免　　職

１人

０人

０人

４　職員の分限および懲戒処分の状況

（1）職員の分限処分の状況

処分の種類 処分者数 理　　由

免　　職

停　　職

減　　給

戒　　告

０人

０人

０人

０人

（2）職員の懲戒処分の状況

５　職員の服務の状況

（1）服務制度に関する研修等の実施状況
地方公務員法に定められた職員としての義務を周知徹
底するため、新規採用職員研修や中堅職員研修等におい
て、服務制度に係る研修を平成18年度に実施した。
また、随時、通知文書等により、服務規律の徹底を図
っている。

（2）セクシュアル・ハラスメント対策
セクシュアル・ハラスメント防止については、総務課
を相談窓口として職場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの防止等に努めている。

（3）営利企業等への従事許可の状況

区　　　　　分 件　　数

①　営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会
社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める
地位を兼ねるもの

０件

②　自ら営利を目的とする私企業を営むもの ０件

③　①②を除き報酬を得て事業若しくは事務に従事する
もの

計

２件

２件

６　職員の研修および勤務成績の評定の状況について

（1）研修の状況

研　修　区　分 研　修　名　等

一般研修　21人
（職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、態
度その他基礎的教養を修得する研修）

特別研修　42人
（一般研修以外の研修で、職務の遂行に密接な関係のある
知識および技能を専門的に修得する研修）

派遣研修　３人
（職員を他の教育研究機関等に派遣し必要な知識および技
能を修得する研修）

新規採用職員研修（前期・後期）、一般職員研修（前期・
中期・後期）、係長研修（新任）、課長研修（新任・現任）、
部長研修（新任）

町主催研修（接遇研修、健康管理研修）、市町村職員研修
会主催研修（指導者養成研修、法制執務研修、接遇研修、
地方税研修）

市町村アカデミー派遣研修

（2）勤務成績の評定の概要
南知多町においては、全職員を対象に勤務成績の評定を実施している。

目　　　的

制度の概要

対　象　者

職員の勤務の実績並びに執務に関連してみられた職員の性格・能力および適格性を統一的に記録して人事
管理の合理化を図り、もって公正な人事行政の確立に資する。

原則として、第１次から第３次までの３人の評定者により、各職員に与えられた８～10の評定要素につい
て「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価する。最終評定者は、最終評定点および評語を決定する。評語「Ａ」
および「Ｂ」の人員は最終評定者および格付けを同じくする被評定者について、課長以上で「Ａ」は10％
以内、「Ｂ」は30％以内、それ以外の職員で「Ａ」は５％以内、「Ｂ」は20％以内としている。

南知多町職員定数条例による職員全員とする。ただし、欠勤、休職、停職、長期出張その他これに類する
事故等のために長期にわたり職務に従事しない場合、または新規採用、上位の職へ昇任若しくは勤務替等
のために公正な評定を行うことができないと認められる場合は除く。
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執　　　行　　　額 一人当たりの負担額

207 ,343 ,617円 955 ,501円

７　職員の福祉および利益の保護の状況

（1）共済組合負担金（地方公務員等共済組合法（昭和37年法
律第152号）に基づく地方職員共済組合等に対する地方公
共団体の負担金：一般会計） 区　　分

町費補助金額
（交付決定額）

会　員　数

157人金額・人数 2 ,069 ,000円

（2）職員互助会

（3）安全衛生
ア　安全衛生管理体制の概要
職員の安全の確保、健康の保持増進などの諸施策を効率的
に推進するために、南知多町職員安全衛生管理規程の定め
るところにより、総括安全衛生管理者を組織の長とする安
全衛生管理体制を整備している。

ウ　健康指導等の実施状況
職員の健康の保持増進を図るため、検診結果に基づく事後
管理、一般疾病の予防、治療対策、心の健康問題について
職場の健康管理研修会、共済組合等の相談窓口を活用して
保健指導を実施している。

（3）職員の災害補償
ア　公務災害認定件数 ウ　負担金執行額

イ　職員健康診断

区　　分 対象職員数 受診者数 未受診者

定期健康診断

人間ドッグ
226人

81人
７人

138人

負　　　傷

自己職務
遂行中

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

出張中 その他 計

疾　　　病

公務上●
の負傷に
起因する
疾患●●

職業病

その他●
公務起因
性の明ら
かな疾病

計
合　計

イ　通勤災害認定件数

出勤途上 退勤途上 合　計

０件０件 ０件

８　公平委員会の業務の状況（平成18年度）

業務の種類 件　数

０件

０件

勤務条件に関する措置要求件数

不利益処分に関する不服申立ての状況

金　　　額

1 ,190 ,871円

（注）公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。
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◎むし歯と南知多の子どもたち
南知多町の園児のむし歯本数は知多半島でト
ップクラス！

《家族みんなでむし歯・歯周病予防》
①むし歯菌をうつさない
・スプーン・歯ブラシの共用はしない
・口うつしで食べさせない
②規則正しい生活をしましょう
・だらだら食べたり飲んだりしない
・食べたら歯をみがきましょう
＊特に寝る前はしっかりみがきましょう！
・おやつを見直そう
③たばこは吸わない
④よくかんで食べま
しょう
⑤かかりつけ歯科医
をもちましょう

◎むし歯ができるまで
口の中のむし歯菌（ミュータンス菌）が糖を
分解して酸をつくります。この酸が歯の表面を
溶かして穴をあけます。これが、むし歯の始ま
りとなります。

◎歯周病は生活習慣病！
歯と歯ぐきとの境目に歯垢（歯周病菌）がた
まることから、歯肉に炎症を引き起こします。
さらに、歯を支えている歯槽骨（あごの骨）を
溶かしてしまい、放っておくと歯が抜けてしま
います。

＊20代から始まっています。歯周病予防に心
がけましょう！
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休日急病当番医

●受付時間　午前９時～正午

●急病以外の診療、往診はできません。

●都合により変更になる場合もあります。

２月の
当 番 日 当　番　医 診療科目 電話番号

２月３日(日)

10日(日)

11日(月)

17日(日)

24日(日)

白井医院（師崎） 内科 63 -0 0 2 9

（医）共生会 南知多病院（豊丘） 内科 65 -1 1 1 1

大岩医院（内海） 内科 62 -0 1 3 8

（医）顕心会 辻医院（河和）内科・小児科 82 -0 1 0 6

（医）上床医院（豊浜） 内科・小児科 65 -0 6 0 4

No.240

～歯を失う原因の9割がむし歯と歯周病です～

3歳児

4歳児

5歳児

半田市
0 . 9
1 . 7
2 . 5

阿久比町
1 . 1
1 . 8
2 . 2

東浦町
0 . 7
1 . 5
2 . 1

武豊町
0 . 6
1 . 3
1 . 9

南知多町
1 . 6
2 . 7
4 . 1

美浜町
1 . 6
2 . 8
3 . 8

0.9

1.7

2.5

1.1

1.8

2.2

0.7

1.5

2.1

0.6

1.3

1.9
1.6

2.7

4.1

1.6

2.8

3.8

5

4

3

2

1

0
（本）

園児のむし歯～一人あたりのむし歯本数～

（平成18年度　地域歯科保健業務状況報告より）

むし歯�
44％�歯周病�

42％�

その他14％�

卑弥呼の歯がいーぜ
（かむ8大効果）

よくかむことで次のような効果があります

ひ = 肥満の予防

み = 味覚の発達

こ = 言葉の発音がはっきり

の = 脳の発達

は = 歯の病気予防

が = ガンの予防

い = 胃腸快調

ぜ = 全身の体力向上

一人当たりのむし歯の�
本数は・・・�
下のグラフを見てね。�
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情報　保健センター q 65-0711

健康なんでも相談
血圧測定や健診の結果についての説明、子どもの
相談など、あかちゃんから大人までの健康に関する
相談日です。
お気軽にご利用ください。
日　時 ２月19日（火）

午前９時30分～10時30分
場　所 保健センター

マタニティセミナー (前期)
日　時 ２月14日（木）

午後１時15分～４時30分
会　場 保健センター
内　容 妊娠中の生活、おかあさんの歯・あかちゃ

んの歯、あかちゃんの育児、マタニティビ
クス

持ち物 母子健康手帳、動きやすい服装、歯ブラシ

日本脳炎の予防接種の実施について
現在、南知多町では、国の指導に基づいて日本

脳炎の予防接種を見合わせています。これは現行
のワクチンを接種した場合、ごく稀にADEMと呼
ばれる副作用が生じる可能性があるためです。
しかし、日本脳炎に感染するおそれが高いお子
さんなどで、保護者が接種を特に希望した場合は、
平成20年度から保護者同意の上で現行ワクチンで
の予防接種を受けられる体制を検討しています。

接種を希望されるお子さん（７歳半未満）は、保健
センターまで電話などで申し込みください。

申込期間 ２月４日～２月29日
〈対象者〉
・日本脳炎の流行地（朝鮮半島、台湾、中国、ベ
トナムなど）へ渡航するお子さん
・養豚場が近くにあるお子さん
・平成14年４月１日以前の生まれで、平成20年６
月30日の時点で７歳半未満の１期初回未実施者

※現在、実施方法（集団または個別）は未定です。
また、接種は平成20年４月以降を予定していま
す。

ADEM（急性散在性脳脊髄炎）とは

ある種のウイルスの感染後あるいはワクチ
ン接種後に、稀に発生する脳神経系の病気で
す。ワクチン接種後の場合は、通常接種後数
日から２週間程度で発熱、頭痛、けいれん、
運動障害等の症状があらわれます。ステロイ
ド剤などの治療により完全に回復する例が多
く、良性の疾患とされていますが、運動障害
などの神経系の後遺症が10％程度あるといわ
れています。予防接種後にみられたADEMの
患者さんで、予防接種法に基づく健康被害救
済制度の認定を受けた方は、平成元年から平
成15年５月までで14名です。

平成20年度から健診制度が変わります！
健診は医療保険者が実施します。
平成19年度まで町が実施してきました「住民
健診」は、法律の制度改正によって、平成20年
４月から40歳～74歳の方を対象に、医療保険者
が実施する「特定健診」に変わります。
※「医療保険者」とは、健康保険証を発行して
いる機関をいいます。市町村国民健康保険、共
済組合、健康保険、船員保険などがあります。

問い合わせ　住民課、保健介護課

どのように変わるの？
皆さんが加入している「医療保険」によって、

健診の受診場所などが異なります。
・平成20年４月からも引き続き町が行う住民
健診（特定健診）を受けられる方は、南知
多町国民健康保険の加入者です。

・南知多町国民健康保険以外の医療保険の加
入者（被扶養者を含む。）は勤務先へお問い
合わせください。

健康！�
元気が�

一番！�

　平成20年度からの�

健診制度については、�

今後も広報等でお知�

らせします。�

※
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職
種

・
一
般
事
務

・
保
育
士

・
保
健
師

・
交
通
指
導
員

・
教
育
相
談
員
（
適
応
指
導
教
室
　
豊
浜
）

・
町
民
会
館
事
務
（
図
書
の
整
理

内
海
）

・
旧
豊
丘
小
学
校
管
理
人

受
付
期
間

２
月
14
日（
木
）〜
２
月
29
日（
金
）

そ
の
他

応
募
方
法
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課
人
事
係
（
内
線
２
１
３
）

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
「
第

八
回
特
別
弔
慰
金
」
の
請
求
期
限
は
、

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
の
で
、

手
続
き
が
ま
だ
お
済
で
な
い
方
は
忘

れ
ず
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

時
ま
で
に
請
求
し
ま
せ
ん
と
時
効
に

よ
り
権
利
が
な
く
な
り
ま
す
。

対
象
者
は
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
で
、

平
成
17
年
４
月
１
日
現
在
で
、
公
務

扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方

が
い
な
い
場
合
、
次
の
順
番
に
よ
る

先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

１
　
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
　
戦
没
者
等
の
子

３
　
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟

姉
妹
（
戦
没
者
等
と
生
計
関
係

を
有
し
て
い
な
か
っ
た
方
等
は

除
か
れ
ま
す
。）

４
　
右
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
　
右
記
１
か
ら
４
以
外
の
三
親
等

内
の
親
族
（
戦
没
者
等
の
死
亡

当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に

限
ら
れ
ま
す
）

支
給
内
容

額
面
40
万
円
10
年
償
還
の
記
名
国
債

請
求
手
続
き

福
祉
環
境
課
社
会
福
祉
係
で
請
求

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

福
祉
環
境
課
社
会
福
祉
係

知
多
南
部
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ

め
じ
ろ
う
・
わ
っ
ぱ
る
で
は
、
障
が

い
の
あ
る
方
や
ご
家
族
の
方
の
地
域

生
活
に
関
す
る
様
々
な
問
題
解
決
の

お
手
伝
い
を
す
る
巡
回
相
談
を
行
い

ま
す
。

生
活
で
お
困
り
の
こ
と
や
、
不
安

に
感
じ
て
い
る
こ
と
、
ど
こ
に
相
談

し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
障
が
い
の
種
別
や

問
題
の
大
き
さ
に
関
わ
り
な
く
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
じ
っ
く
り
お
話
を

う
か
が
う
中
で
、
あ
な
た
ら
し
く
地

域
で
暮
ら
し
て
い
け
る
た
め
の
手
立

て
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
相
談
は
無
料
で
す
。
ま
た
秘
密

は
必
ず
守
り
ま
す
。

日
時

２
月
12
日（
火
）、
３
月
11
日

（
火
）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

会
場

役
場
１
階
第
一
会
議
室

※
巡
回
相
談
日
に
ご
都
合
の
つ
か
な

い
方
は
、
個
別
の
相
談
も
可
能
で
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

内
容

障
が
い
の
あ
る
本
人
、
家
族
、

関
係
者
か
ら
の
相
談

予
約

事
前
に
お
電
話
に
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
・
問
い
合
わ
せ

知
多
南
部
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

ゆ
め
じ
ろ
う
　
q
７
２
‐
６
４
６
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
７
２
‐
６
４
５
４

E
-m
ail:soudan@

dune.ocn.ne.jp

わ
っ
ぱ
る
　
q
７
３
‐
３
２
０
１

E
-m
ail:hiroba@

w
appa-no-kai.jp

（
開
所
時
間
　
平
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

日
時

２
月
14
日（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜

場
所

町
総
合
体
育
館
　
サ
ブ
ア
リ

ー
ナ

講
師

社
会
福
祉
士
・
介
護
福
祉
士

袖
山
卓
也
氏

主
催

南
知
多
町
女
性
団
体
連
絡
協

議
会

問
い
合
わ
せ

社
会
教
育
課
（
町
総

合
体
育
館
内
）
q
６
５
‐
２
８
８
０

※
入
場
無
料
で
す
の
で
、
介
護
に
た

ず
さ
わ
っ
て
い
る
方
、
介
護
に
関
心

の
あ
る
方
な
ど
、
一
般
の
方
も
多
数

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

町
政
に
関
す
る
ご
意
見
お
問
い
合
わ
せ
は
役
場
へ

q

６
５
‐
０
７
１
１
（
代
表
）

Ｆ
Ａ
Ｘ

６

５

‐

０

６

９

４

メ
ー
ル

m
inam

ichita@
tow
n.m
inam

ichita.lg.jp

お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー

平
成
20
年
度
南
知
多
町

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

総
務
課

(

内
線
２
１
３)

戦
没
者
等
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

お
済
で
す
か

福
祉
環
境
課

(

内
線
１
２
１)

障
が
い
の
あ
る
方
や
ご
家

族
の
巡
回
相
談
の
ご
案
内

福
祉
環
境
課

(

内
線
１
２
２)

第
20
回
南
知
多
町
女
性

の
つ
ど
い

社
会
教
育
課

q
６
５
‐
２
８
８
０

「
人
・
共
に
生
き
る
・

ふ
れ
合
う
心
と
心
」
講
演
会

「
笑
う
介
護
士
」

町税の休日収納窓口を開設します
開　設　日　２月17日　日曜日

開 設 時 間　午前９時～正午まで

開 設 場 所　役場本庁１階　税務課窓口

問い合わせ　税務課徴収係
q65－0711 内線143・144

２ 月 の 納 税
◆国民健康保険税………第 ８ 期 分
◆納　 期 限………２月29日(金)
口座振替制度ご利用の方は、指定された金融機関の口座から
引き落としいたしますので預金残高の確認をお願いします。

「 町税は便利な口座振替で 」
たばこは町内で買いましょう
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●
町
民
会
館
図
書
室
へ

・
図
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
353
冊

松
本
美
智
恵

●
南
知
多
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ

・
６
万
６
千
472
円

Ｊ
Ａ
あ
い
ち
知
多
女
性
部

南
知
多
地
域

・
10
万
円

半
田
遊
技
業
組
合

（
敬
称
略
）

知
多
南
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で

は
次
の
と
お
り
参
加
者
を
募
集
し
ま

す
。

リ
サ
イ
ク
ル
工
作
教
室

（
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
作
り
）

日
時

２
月
20
日（
水
）

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所

知
多
南
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

定
員

10
名
程
度
（
先
着
順
）

参
加
費

１，

０
０
０
円
（
材
料
代
）

申
込
方
法

知
多
南
部
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
（
業
務
第
一
係
）
に
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

知
多
地
域
学
生
就
職
情
報
セ
ン
タ

ー
で
は
、
来
春
卒
業
予
定
の
学
生
に

知
多
地
域
の
企
業
を
紹
介
す
る
「
る

び
あ
ん
２
０
０
９
合
同
会
社
説
明
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

会
場
で
は
企
業
毎
に
ブ
ー
ス
が
設

け
ら
れ
、
企
業
の
人
事
担
当
者
と
直

接
お
話
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
個
人

相
談
、
職
業
適
性
診
断
や
プ
ロ
に
よ

る
メ
イ
ク
ア
ド
バ
イ
ス
等
就
職
活
動

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
コ
ー
ナ
ー
も
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

３
月
12
日（
水
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

場
所

半
田
市
福
祉
文
化
会
館
（
雁

宿
ホ
ー
ル
）

※
参
加
企
業
は
左
記
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
就
職
情
報
誌

を
発
行
し
ま
し
た
の
で
、
希
望
者
は

Ｈ
Ｐ
か
ら
請
求
い
た
だ
く
か
、
半
田

商
工
会
議
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ

http://w
w
w
.shuushoku.or.jp

携
帯
端
末
用
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.shuushoku.or.jp/m

/

問
い
合
わ
せ

内
海
商
工
会
q
６
２
‐
０
４
０
３

豊
浜
商
工
会
q
６
５
‐
０
０
０
４

半
田
商
工
会
議
所
q
２
１
‐
０
３
１
１

愛
・
地
球
博
記
念
公
園
（
モ
リ
コ

ロ
パ
ー
ク
）
で
は
、
あ
の
感
動
に
も

う
一
度
出
会
え
る
場
所
「
愛
・
地
球

博
記
念
館
」
を
メ
イ
ン
会
場
に
、

「
わ
た
し
の
思
い
出
、
愛
・
地
球
博

展
」
を
開
催
し
ま
す
。
わ
た
し
の
思

い
出
の
数
々
の
展
示
な
ど
を
始
め
、

土
曜
・
休
日
に
は
愛
知
国
際
児
童
年

記
念
館
で
も
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
催

し
ま
す
。
あ
の
感
動
に
も
う
一
度
出

会
い
に
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時

２
月
９
日（
土
）〜
24
日（
日
）

（
12
日（
火
）と
18
日（
月
）は
休
館
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所

愛
・
地
球
博
記
念
公
園
（
長

久
手
町
）

（
リ
ニ
モ「
愛
・
地
球
博
記
念
公
園
駅
」

下
車
す
ぐ
）

※
お
越
し
の
際
は
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

入
館

無
料

問
い
合
わ
せ

愛
知
県
建
設
部
公
園
緑
地
課

q（
０
５
２
）
９
５
４
‐
６
５
２
８

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

愛
・
地
球
博
記
念
公
園
管
理
事
務
所

q（
０
５
６
１
）
６
４
‐
１
１
３
０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.p
ref.aich

i.jp
/

k
o
en
/

通
信
制
高
校
は
、
通
信
教
育
に
よ

る
自
宅
学
習
を
中
心
と
し
て
、
高
校

卒
業
資
格
を
取
得
で
き
る
高
校
で
す
。

ま
た
、
知
識
・
教
養
を
目
的
と
し

た
社
会
人
学
習
コ
ー
ス
と
し
て
、
特

科
生
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。（
高
校

卒
業
資
格
は
取
得
で
き
ま
せ
ん
）

募
集
定
員

・
普
通
科
　
約
360
人

・
特
科
生
　
特
に
定
め
ま
せ
ん

応
募
資
格

普
通
科

・
新
入
生
　
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
、

３
月
に
中
学
校
を
卒
業
見
込
み
の

者
・
転
入
生
　
現
在
高
等
学
校
に
在
学

中
の
者

・
編
入
生
　
高
等
学
校
を
退
学
し
た

者
。
高
認
（
ま
た
は
旧
大
検
）
の

一
部
科
目
に
合
格
し
て
い
る
者

特
科
生
　
特
に
問
い
ま
せ
ん

※
普
通
科
、
特
科
と
も
居
住
地
ま
た

は
勤
務
地
が
愛
知
県
の
者

選
抜
検
査

・
普
通
科
　
作
文
、
面
接
、
書
類
審

査
・
特
科
生
　
書
類
審
査

出
願
期
日

普
通
科

・
新
入
生（
前
期
）、
編
入
生
　
３
月

１
日（
土
）〜
３
月
４
日（
火
）

・
新
入
生（
後
期
）
３
月
24
日（
月
）

〜
３
月
28
日（
金
）

・
転
入
生
　
３
月
13
日（
木
）・
14
日

（
金
）

特
科
生
　
３
月
１
日（
土
）〜
３
月
４

日（
火
）お
よ
び
３
月
21
日（
金
）

検
査
日

・
新
入
生（
前
期
）
３
月
９
日（
日
）

・
新
入
生（
後
期
）
３
月
30
日（
日
）

・
転
・
編
入
生
　
３
月
20
日（
木
）

出
願
場
所
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

旭
陵
高
等
学
校

〒
４
６
１
‐
８
６
５
４

名
古
屋
市
東
区
出
来
町
３
丁
目
６
‐

２
３

q
０
５
２
‐
７
２
１
‐
５
３
７
１

h
ttp
://w

w
w
.k
y
o
k
u
ry
o
-h
.

aich
i-c.ed

.jp
/

募
集
種
目

●
２
等
陸
・
海
・
空
士
男
子

応
募
資
格

４
月
１
日
現
在
18
歳
以

上
27
歳
未
満
の
男
子

受
付
期
間

２
月
23
日
ま
で

試
験
日

２
月
３
・
24
・
25
日
、
３

月
予
定

試
験
内
容

筆
記
試
験
、
身
体
検
査
お
よ
び
口
述

試
験

Information 役場q65-0711

寄
　
　
　
　
　
　
　
贈

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

リ
サ
イ
ク
ル
教
室
の

参
加
者
募
集

知
多
南
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

q
６
２
‐
０
４
０
２

「
る
び
あ
ん
２
０
０
９
合
同

会
社
説
明
会
」開
催
の
ご
案
内

商
工
観
光
課

(

内
線
２
７
３)

「
わ
た
し
の
思
い
出
、

愛
・
地
球
博
展
」
の
開
催

都
市
開
発
課

(

内
線
２
４
２)

平
成
20
年
度
県
立
旭
陵
高
等
学
校

（
通
信
制
）生
徒
募
集
の
お
知
ら
せ

学
校
教
育
課

(

内
線
３
２
４)

自

衛

官

募

集

自
衛
隊
半
田
募
集
事
務
所

q
２
１-

０
０
０
４
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南
知
多
町
で
は
、
平
成
15
年
度
か

ら
木
造
住
宅
の
『
無
料
耐
震
診
断
』

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

あ
な
た
の
負
担
な
し
で
、
南
知
多
町

が
あ
な
た
の
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

を
行
う
も
の
で
す
。

今
後
予
想
さ
れ
る
東
海
地
震
や
東

南
海
地
震
な
ど
の
大
規
模
地
震
か
ら
、

あ
な
た
や
家
族
の
生
命
を
守
る
た
め

に
も
耐
震
診
断
を
行
い
、
被
害
を
少

し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
な
耐
震
改

修
を
し
ま
し
ょ
う
。

無
料
耐
震
診
断
の
対
象
と
な
る
建
築

物①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
た
木
造
住
宅

②
在
来
軸
組
構
法
の
２
階
建
て
以
下

の
住
宅

③
現
に
人
の
住
ん
で
い
る
住
宅

④
建
物
の
所
有
者
が
申
し
込
み
を
さ

れ
た
住
宅

耐
震
改
修
工
事
に
対
す
る
補
助

南
知
多
町
の
「
無
料
耐
震
診
断
」

の
結
果
に
よ
り
、「
倒
壊
の
可
能
性

が
あ
り
総
合
判
定
０
・
７
未
満
」
と

診
断
さ
れ
た
木
造
住
宅
を
対
象
に
、

耐
震
改
修
工
事
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

補
助
額

耐
震
改
修
工
事
に
対
し
、

工
事
費
の
２
分
の
１
（
上
限
60
万
円
）

耐
震
診
断
申
込
場
所

都
市
開
発
課
ま
た
は
各
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
申
込
用
紙
は
窓
口
に
あ
り

ま
す
。）

問
い
合
わ
せ
　

都
市
開
発
課
（
内
線
２
４
２
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、

新
た
な
環
境
で
働
く
方
（
会
員
）
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

会
員
に
な
る
に
は

南
知
多
町
在
住
で
、
年
齢
が
お
お

む
ね
60
歳
以
上
で
働
く
意
欲
の
あ
る

健
康
な
方
な
ら
、
会
員
に
な
れ
ま
す
。

入
会
の
手
続
き

セ
ン
タ
ー
に
置
い
て
あ
る
入
会
申

込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
だ

け
で
す
。（
事
務
局
で
説
明
い
た
し

ま
す
。）

会
費年

会
費
500
円
（
平
成
20
年
４
月
よ

り
１，

０
０
０
円
の
予
定
）
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

仕
事仕

事
は
セ
ン
タ
ー
か
ら
連
絡
し
ま

す
の
で
、
自
分
で
内
容
を
判
断
し
、

決
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

報
酬
（
配
分
金
）

自
分
で
働
い
た
仕
事
量
に
応
じ
、

報
酬
（
配
分
金
）
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

会
員
傷
害
保
険

仕
事
に
従
事
し
て
い
る
間
の
傷
害

は
、
団
体
傷
害
保
険
に
よ
る
補
償
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

主
な
仕
事

・
庭
木
の
剪
定
、
簡
単
な
大
工
仕
事

・
屋
内
・
外
の
軽
作
業
（
草
刈
、
草

取
、
清
掃
な
ど
）

・
施
設
管
理
（
公
民
館
、
体
育
館
、

宿
直
）、
駐
車
場
管
理
な
ど

な
お
、
現
在
、
宿
直
業
務
に
従
事

す
る
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

南
知
多
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

事
務
局
（
q
６
５
‐
２
８
６
０
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
半
田
で
は
、
団
塊

世
代
の
方
々
が
定
年
を
控
え
る
中
、

雇
用
保
険
の
給
付
制
度
を
正
し
く
理

解
し
受
給
す
る
と
と
も
に
、
早
期
の

再
就
職
を
目
指
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
職

員
が
貴
社
へ
出
向
き
、
退
職
予
定
従

業
員
の
方
々
を
対
象
に
１
時
間
程
度

の
講
座
を
開
講
し
ま
す
。

●
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
雇
用
保
険
制
度
に
お
け
る
「
失
業
」

の
定
義
に
つ
い
て

②
受
給
期
間
な
ら
び
に
所
定
給
付
日

数
に
つ
い
て

③
基
本
手
当
日
額
の
算
定
方
法
な
ら

び
に
失
業
の
認
定
に
つ
い
て

④
教
育
訓
練
給
付
制
度
に
つ
い
て

⑤
早
期
再
就
職
援
助
に
つ
い
て

受
講
を
希
望
さ
れ
る
事
業
所
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
左
記
連
絡
先
あ
て

電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

開
講
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
希
望
を

伺
い
協
議
の
う
え
決
定
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

な
お
、
人
数
に
よ
っ
て
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
会
議
室
に
お
い
て
、
他
社

と
の
合
同
説
明
会
形
式
で
の
開
催
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

連
絡
先

半
田
公
共
職
業
安
定
所
　
給
付
係

q
２
１
‐
０
３
５
６
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ

ン
）

家
の
耐
震
性
を
知
り
、

工
夫
し
て
自
分
の
身
を
守
ろ
う

木
造
住
宅
耐
震
診
断

都
市
開
発
課

(

内
線
２
４
２)

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は

働
く
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　

q
６
５-

２
８
６
０

雇
用
保
険
給
付
制
度
等
に
つ
い
て

の「
出
前
講
座
」を
開
講
し
ま
す

商
工
観
光
課

(

内
線
２
７
３)

事
業
主
様
へ
の
ご
案
内

尾州廻船内海船
船主内田佐七家
２月の公開について
日　　　時 ２月17日（日）

午前10時～午後３時
問い合わせ 社会教育課

q 6 5－ 2 8 8 0

豊 浜
師 崎
篠 島
日間賀島

計

男 女 計 世帯数
内 海

区分
地区

人口と世帯数(住民基本台帳) 平成19年12月末現在

( )内は対前月比

2 ,862 人 3,016 人 5 ,878 人 2 ,018世帯

2 ,956 人 3,212 人 6 ,168 人 2 ,015世帯

2 ,594 人 2,708 人 5 ,302 人 1 ,755世帯

970 人 956 人 1 ,926 人 613世帯

1 ,101 人 1,150 人 2 ,251 人 645世帯

10 ,483 人
（－15）

11,042 人
（－12）

21 ,525 人
（－27）

7 ,046 人
（－10）

町内の火災・救急・交通事故(19年12月)

▲
　
▲
　
　
▲
▲
▲

火災・救急
火災件数 1件 ( 9件)〈 －8件〉
うち建物 0件 ( 5件)〈 －5件〉
救急件数 95件 ( 1008件)〈 ＋41件〉
うち急病 61件 ( 677件)〈 ＋34件〉
交通事故
件　　数 5件 ( 76件)〈 －5件〉
死　　者 0名 ( 3名)〈 ＋2名〉
重軽傷者 5名 ( 103名)〈 －1名〉

※( )内は今年の累計
〈 〉内は前年同期との比較

火の用心!!
空気が乾燥して火災が
発生しやすい季節です。

家の周りには燃えやす
い物を置かないように
しましょう。

「火は見てる
あなたが離れる

その時を」
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平
成
19
年
度
も
残
り
わ
ず
か
で
す

が
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
な
い
か

も
う
一
度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
と
将

来
、
年
金
額
が
減
っ
た
り
、
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
万
一
の
事
故
な
ど
に
備
え

た
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
、
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。国

民
年
金
の
毎
月
の
保
険
料
の
納

付
期
限
は
、
翌
月
末
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。

納
付
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
料
は
、

納
付
期
限
か
ら
２
年
間
は
遡
っ
て
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効

に
よ
り
納
付
で
き
な
く
な
り
、
未
納

と
な
り
ま
す
。

便
利
な
口
座
振
替

口
座
振
替
な
ら
金
融
機
関
や
郵
便

局
で
一
度
手
続
き
を
す
る
だ
け
で
、

あ
な
た
の
預（
貯
）金
口
座
か
ら
自
動

的
に
納
め
て
い
た
だ
け
ま
す
。

納
付
期
限
を
気
に
す
る
必
要
も
な

く
、
払
込
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
お
出

か
け
に
な
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

手
続
き
は
、
あ
な
た
の
指
定
の
預

（
貯
）金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
や
郵

便
局
で
「
口
座
振
替
納
付
（
変
更
）

申
出
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
納
付
案
内
、
年
金
手
帳

②
預（
貯
）金
通
帳

③
預（
貯
）金
通
帳
届
出
印

国

民

年

金

だ
よ
り

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

◆国民年金の保険料◆�

１月分　２月29日(金)まで

口座振替をご利用の方は、指定された
金融機関の口座から引き落としいたしま
すので預金残高の確認をお願いします。

住
民
課
　(

内
線
１
１
５)

私たちは１年間に１人で300枚のレジ袋をもらっ
ています。日本全体では313億枚。これだけのレジ
袋を作るのに使用する石油の量55万８千　は、日
本が輸入する原油のほぼ１日分に匹敵します。
レジ袋をごみとして焼却すれば地球温暖化の原
因になる二酸化炭素（CO2）が発生します。また、
容器包装プラスチックとして分別収集すれば、多
大な経費がかかります。
ただでもらっているレジ袋も、実は製造、廃棄
で多くの経費がかかっているので、やはりごみを
出さない（リデュース）ことが一番大切です。
貴重な資源を節約し、CO2を抑制するため、買
い物はマイバッグを持って出かけましょう。
男性のかたも、小さく折りたたんだレジ袋をポ
ケットにひとつ入れておけば、仕事帰りのちょっ
とした買い物も用が足せます。
資源循環型のライフスタイルは「無駄なものは
もらわない、家庭に持ち込まない」ことから始ま
ります。
みなさんのご協力
をお願いします。

３
スリー

Ｒ
アール

とは

リデュース（Reduce）
できるだけごみを出さない。

リュース（Reuse）
詰め替え商品を選択し、容器などをくり返

し使う。

リサイクル（Recycle）
ガラス瓶やアルミ缶などを資源として再生

し利用する。

愛知県では、県内すべての市町村と、事業者
団体、女性団体、消費者団体等127団体でつく
る「ごみゼロ社会推進あいち県民議会」の中で、
レジ袋削減の県民運動を進めています。スーパ
ーマーケット等の小売店にレジ袋辞退率50％の
目標を掲げて取り組んでいただくようお願いし
ています。
南知多町の皆様もこうした小売店の取組にご

理解とご協力をお願いします。

@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
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問い合わせ　福 祉 環 境 課　(内線125)

南知多町

愛 知 県

ごみゼロ社会推進あいち県民議会
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2
.１

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

平
成
2
0
年
　
№
７
５
８

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

次
代
を
担
う
青
少
年
が
心
身
と
も

に
た
く
ま
し
く
成
長
す
る
こ
と
は
、

変
わ
る
こ
と
の
な
い
私
た
ち
す
べ
て

の
願
い
で
す
。
そ
し
て
青
少
年
に
と

っ
て
「
家
庭
」
と
は
、
か
け
が
え
の

な
い
生
活
の
基
盤
で
あ
り
、
家
族
が

お
互
い
の
心
の
ふ
れ
あ
い
と
連
帯
感

を
深
め
る
大
切
な
場
で
す
。

愛
知
県
で
は
、
青
少
年
健
全
育
成

県
民
運
動
の
主
な
事
業
と
し
て
、
か

ね
て
か
ら
そ
の
啓
発
と
普
及
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
親
と
し
て
果
た
す
べ

き
役
割
・
家
庭
生
活
の
あ
り
方
、
家

庭
に
お
け
る
し
つ
け
な
ど
を
見
直
し
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
家
庭
の
日
」
に
関
す
る
作
品
募

集
に
は
、
町
内
の
児
童
・
生
徒

か
ら
208
点
の
応
募
が
あ
り
、
審

査
の
結
果
次
の
10
名
の
皆
さ
ん

が
選
ば
れ
ま
し
た
。

【
入
選
者
】

山
本
　
ゆ
い
（
内
海
小
１
年
）

杉
本
　
彰
太
（
師
崎
小
２
年
）

齋
藤
　
瑞
樹
（
豊
丘
小
３
年
）

山
本
　
千
愛
（
山
海
小
４
年
）

山
本
　
里
実
（
豊
浜
中
１
年
）

與
吾
　
友
里
（
豊
浜
中
２
年
）

磯
部
紅
花
里
（
大
井
小
４
年
）

榎
本
　
真
樹
（
山
海
小
５
年
）

土
井
　
彩
名
（
師
崎
小
６
年
）

植
田
麻
菜
美
（
豊
浜
中
３
年
）

毎
月
第
３
日
曜
日
家
庭
の
日
で
す

豊浜中1年 山本 里実豊浜中2年 與吾 友里大井小4年 磯部紅花里

師崎小2年 杉本 彰太山海小4年 山本 千愛

内海小1年 山本 ゆい

豊丘小3年 齋藤 瑞樹

山海小5年 榎本 真樹

師崎小6年 土井 彩名

豊浜中3年 植田麻菜美

親
と
子
の
対
話
が
つ
く
る
よ
い
家
庭

親
と
子
の
対
話
が
つ
く
る
よ
い
家
庭

２
月
は
家
庭
の
日
　
県
民
運
動
強
調
月
間

南
知
多
町
立
豊
丘
小
学
校
は

平
成
20
年
春
、
120
年
の
歴
史
の

幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。閉

校
に
あ
た
り
、
学
校
の
歩

み
を
刻
ん
だ
記
念
誌
を
本
年
８

月
頃
に
発
刊
し
ま
す
。
昔
の
写

真
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
新
聞
な
ど
か
ら
の

抜
粋
記
事
、
当
時
の
思
い
出
話

な
ど
を
交
え
、
ぬ
く
も
り
の
あ

る
内
容
と
な
る
よ
う
編
さ
ん
作

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

現
在
豊
丘
に
お
住
ま
い
の
方

に
は
各
世
帯
に
１
冊
ず
つ
無
料

で
配
布
し
ま
す
。

そ
れ
以
外
で
の
ご
希
望
に
つ

い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
注
文

を
受
け
付
け
ま
す
の
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

予
定
価
格

約
４，

０
０
０
円

※
注
文
数
に
よ
り
多
少
価
格
が

変
動
し
ま
す
。

注
文
受
付
期
間

平
成
20
年
３
月
25
日（
火
）ま
で

注
文
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

q
６
５
‐
０
７
１
１

内
線
３
２
３
、
３
２
４

豊
丘
小
学
校

閉
校
記
念
誌

発
刊
の
ご
案
内


